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Tax Analysis 
 

輸出管理分野における複数の目

録の更新 
 
2023年末、中国商務部は科学技術部、税関総署などの機関と共同で輸出管理に
関する複数の目録の改訂版を公布した。具体的には下記を含む。 
 
• 「中国輸出禁止・輸出制限技術目録」 
• 「両用物品・技術の輸出入許可証管理目録」 
• 「輸出許可証管理貨物目録」 
 
「中国輸出禁止・輸出制限技術目録」は 2023年 12月 21日に公布され、同日に
施行された。「両用物品・技術の輸出入許可証管理目録」と「輸出許可証管理

貨物目録」は 2024年 1月 1日に施行された。本 Tax Analysisでは、これら目
録の変更点に焦点を当てる。 
 
 
「中国輸出禁止・輸出制限技術目録」 
 
2023年 12月 21日、商務部、科学技術部は新しい「中国輸出禁止・輸出制限技
術目録」（商務部、科学技術部公告 2023年第 57号）（以下、「技術輸出目
録」）を公布した。 
 
技術輸出とは、貿易・投資・経済技術協力などを通じて、中国国内から中国国

外へ技術を移転する行為を指す。中国は技術輸出を禁止、制限、自由の 3種類
に分けて管理している。輸出禁止技術は、その輸出が禁止されており、違反す

る場合、刑事罰または行政罰を科される可能性がある。輸出制限技術は、経営

主体が法に従って、許認可手続きを経て輸出許可証を取得した場合のみ、輸出

が認められる。輸出自由技術は、契約書届出管理が実施される。 
 
「中華人民共和国対外貿易法」および「中華人民共和国技術輸出入管理条例」

に基づき、商務部と科学技術部が共同で輸出禁止・輸出制限技術目録を作成・

調整し、公布する。今回の更新では、2020年版目録を踏まえ、輸出制限技術の
範囲が見直された。新しい「技術輸出目録」に計 134項目（具体的には、24項
目の輸出禁止技術と 110項目の輸出制限技術を含む）の輸出禁止・輸出制限技
術が掲載されており、2020年版に比べて、掲載数は 164項目から 134項目に減
少した。主な変更点は以下の通りである。 
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• 4項目の新規追加 

− 輸出禁止技術（1項目）：ヒトの細胞クローンやゲノム編集技術 
− 輸出制限技術（3項目）：農作物雑種強勢利用技術、バルクマテリアル
ハンドリング技術、レーザーレーダーシステム 
 

• 34項目の削除 
− 輸出禁止技術（6項目）：植物成長調整剤製造技術、採鉱エンジニアリ
ング技術、肉類加工技術、飲料生産技術、非鉄金属の冶金技術 

− 輸出制限技術（28項目）：医療用診断機器および装置製造技術、特徴
抽出および目標識別技術 
 

• 37項目の輸出管理要件と技術パラメータの調整 
− 輸出禁止技術（6項目）：漢方薬資源及び生産技術、レアアースの分離
精製・加工・利用技術、テレメトリ・トラッキング・コントロール

（TT&C）技術、コンピュータネットワーク技術 
− 輸出制限技術（31項目）：商品作物栽培技術、非鉄金属の冶金技術、
大型高速風洞施設の設計・建設技術 

 
• 技術項目コードの調整。「国民経済産業分類とコード（GB/T4754-2002）

に基づき編集とソートを行う」から「国民経済産業分類（GB/T4754-
2017）に基づき編集・ソートを行う」に変更された。 

 
関連する業界は、今回の目録調整のプロセスと結果を踏まえて、政府の施策方

針および今後への影響について考察することが好ましい。 
 
エレクトロニクス——「レーザーレーダーシステム」を例に挙げると、今回の
目録更新では、レーザーレーダーシステムが輸出制限技術の新規追加項目とな

った。レーザーレーダーシステムはさまざまな産業分野に応用でき、特に近年

急速に成長している自動運転分野での応用が注目されている。自動運転分野に

おける中国の技術研究開発はすでに世界トップ水準であり、政府は関連技術の

輸出管理を視野に入れている。 
 
情報産業——輸出制限技術である「通信処理技術」を例に挙げると、今回の目
録更新では、当該項目を対象として設けられた「情報の保存・アクセスおよび

暗号化・復号化技術」「音声評価技術」などに関する輸出管理要件が削除さ

れ、既存の「音声認識技術」「ヒューマン・コンピューター・インタラクショ

ン技術」などに関する輸出管理要件に「中国語及び少数民族の音声に特化」と

いう範囲限定規定が追加された。これらの調整により、輸出制限技術の判定は

より正確になり、一部の細分化技術分野で輸出制限技術の範囲が縮小した。 
 
バイオ医薬品——今回の目録更新では、「ヒトの細胞クローンやゲノム編集技
術」が輸出禁止技術の新規追加項目となった。この変更から、「対象となる技

術の運用に倫理面の議論が存在するか否か、重大な危害をもたらすリスクがあ

るか否かが、輸出管理政策を制定する上で重要な考慮要因である」ことが窺え

る。 
 
太陽光発電産業——特筆すべき点として、2022年末に発表された意見募集稿で
は、「ソーラーウェハー製造技術」は輸出制限技術として掲載されており、そ

の輸出管理要件は、主に太陽光発電サプライチェーンの川上に位置する「シリ

コン原料とシリコンウェハーの製造」に関する内容となっていたが、今回公布

された最終版には当該調整は残っていない。現状、中国企業は当該技術分野で

先頭に立ち、海外プロジェクトへの投資や製品需要が比較的盛んであり、上述

の調整が最終的に不採用となったのは、中国企業の海外進出に与える悪影響の

回避を意図するものであるという見解が存在する。 
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「両用物品・技術の輸出入許可証管理目録」 
 
2023年 12月 29日、商務部および税関総署は、2024年版「両用物品・技術の輸出入許可証管理目録」（商務部税関総
署公告 2023年第 66号）（以下、「両用物品管理目録」）を公布した。当該目録に掲載された物品・技術を輸出入する
場合、両用物品・技術の輸出入許可証を取得する必要である。2023年版目録と比べて、2024年版「両用物品・技術の
輸出入許可証管理目録」の主な変更点は下記の通りである。 
 
• 24項目の新規追加 

− 「9、一部の両用物品・技術」（7項目）：航空エンジン、赤外線画像生成装置、合成開口レーダー（SAR）、
レーザー目標指示装置、無線通信機器、対ドローン電波妨害装置、高出力レーザーシステム 

− 「10、特別両用物品・技術」（16項目）：ガリウムおよびゲルマニウム関連製品（14項目）、黒鉛関連製品
（2項目） 

− 「12、臨時輸出管理措置が適用される無人航空機」：無人航空機 
 

• 8項目の削除 
− 「2、核両用物品及び関連技術の輸出管理リストに掲載された物品及び技術」に該当する 8項目の軍事転用リス
クの低い黒鉛製品に対する臨時輸出管理措置を解除する 

 
• 20余りの輸出管理物品の商品名、商品説明、税関 HSコードの調整 

− 核両用物品及び関連技術、バイオ両用物品及び関連設備・技術、規制対象化学品、易制毒化学品、ミサイル及
び関連物品・技術、特殊両用物品・技術など 

 
「両用物品管理目録」における掲載内容の変更は、主に 2023年に実施された輸出管理措置の調整（例：2023年 8月 1
日から実施されたガリウム及びゲルマニウム関連物品の輸出管理、2023年 9月 1日から実施された一部のドローン及び
関連物品の輸出管理、2023年 12月 1日から実施された黒鉛関連物品の臨時輸出管理措置の最適化）と整合性を取るた
めのものである。そのほか、2024年度関税調整方案と整合性と取るために、一部輸出管理物品を対象として、商品名、
商品説明、税関 HSコードの変更が行われた。 
 
留意点として、「両用物品管理目録」の適用対象となる物品・技術の範囲は、「両用物品管理目録」における商品名と

商品説明に準拠する。「両用物品管理目録」に記載された税関 HSコードは、通関申告の参考用にのみ供するものであ
り、「両用物品管理目録」に掲載された両用物品・技術を取り扱う場合、「両用物品管理目録」に当該物品・技術の HS
コードが掲載されているか否かにかかわらず、規定に従い「中華人民共和国の両用物品・技術輸出許可証」を取得する

必要がある。 
 
 
「輸出許可証管理貨物目録」 
 
2023年 12月 29日、商務部および税関総署は、「輸出許可証管理貨物目録（2024年版）」（商務部税関総署公告 2023
年第 65号）を公布した。「輸出許可証管理貨物目録（2024年版）」に掲載された貨物を輸出する場合、対外貿易事業
者は、輸出前に商務部または商務部から委託を受けた現地の商務所轄機関に申請し、「中華人民共和国輸出許可証」を

取得した上で、輸出許可証を以て税関にて通関手続きを行う必要がある。「両用物品管理目録」と類似して、「輸出許

可証管理貨物目録」の適用対象となる貨物の範囲は、「輸出許可証管理貨物目録」における「貨物種類」と「貨物名

称」に準拠し、「貨物名称」には通常、貨物の具体的な説明が記載されている。「輸出許可証管理貨物目録」に記載さ

れた税関 HSコードは、通関申告の参考用にのみ供するものでる。 
 
2024年において許可証管理の対象となる輸出貨物は 43のカテゴリーに分類される。 2023年の目録と比べて、カテゴ
リーの総数に変動がなく、内容の調整は全体的に少なく、主に蛍石、一部の金属及び関連製品（チタン、プラチナ、バ

ナジウムなど）などのカテゴリーにおける一部貨物の名称と税関 HSコードの調整（HSコードの追加を含む）である。 
 
 
アドバイス 
 
政策変更に基づくタイムリーな調整 
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貨物・技術の輸出事業者、関連輸出業務向けのサービスを提供するサプライヤーなどは、「両用物品管理目録」におけ

る内容の追加・削除など、輸出管理分野の関連目録の更新状況に留意し、必要に応じて輸出業務プロセスの調整をタイ

ムリーに行うことが推奨される。新規追加の輸出管理対象項目については、関連する物品・技術に対する管理措置を業

務プロセスに導入する必要がある。輸出管理が解除された項目については、貿易効率の向上を目的とした業務プロセス

の簡素化を検討することが推奨される。技術輸出に従事する企業は、特許や技術秘密を海外に譲渡する場合、或いは海

外に技術許諾を供与する場合、技術輸出のコンプライアンス要件に留意する必要がある。 
 
内部コンプライアンス体制の強化 
 
近年、中国商務部、税関総署及びその他の関連機関は、輸出事業者による貿易コンプライアンスを確保するための健全

な内部統制体制の確立を奨励する方針を取っている。両用物品の輸出管理を例に揚げると、政府は、「健全な内部統制

体制を有する輸出事業者に対して、汎用許可証やその他の優遇措置を与える」方針を掲げている。したがって、関連す

る企業は積極的にコンプライアンスを確保し、健全な輸出コンプライアンス管理体制を構築することが推奨される。具

体的に、「両用物品の輸出、輸出禁止技術と輸出制限技術の輸出などの管理事項のコンプライアンス体制への組み込

み」、「コンプライアンス組織構造、輸出許可プロセス、取引先/エンドユーザー及び最終用途に対する管理の標準化」、
「従業員のコンプライアンス意識及び管理効果を高めるための定期的なコンプライアンス監査及び研修」、「貿易デー

タ及びプロセス管理のガバナンスを強化するためのデジタルツールの導入」を検討することができる。貿易コンプライ

アンス体制が整備されている一部の多国籍企業は、既存の管理体制が中国の輸出管理規定の更新に対応できるか検証す

る必要があり、必要に応じて、コンプライアンス体制の更なる整備を含めて、対応策を講じることが推奨される。 
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